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、
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に
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条
行

で

関
る
施

こ

経

」

る

る

う

ら

措
成
い

れ

過
平
と

の

置

の

海
に

務

北
）

職

）
年
。

い
の
す

部

め

職
職
つ
ら
関

同

の
の
て
職
る

を

、

員
員

の
例

正

項

給
新
は
務
条

改
に
に
同
級
の

す

を

与
た
、

育

条

則

関
職
条
に
教

る

附

と
の
け
職

例

第

す
員
例
お

５

る

育
号
料

平

項

条
な
教
る
給

し

た
職
俸
表

成

と

例
っ

料
、
職

年

、

昭
日
給
を
の

る

５

項

北

附

和
に

則

」
項
ら

。
規

項
次
か

る
め

第

一

改
を
則

の

に
」
附

部を

、
附 ５

で

正

則
第
ま

改

附
則
項

規

項
」
１

る

３
項
を

す

第

）
つ
給

に

改
ず

則

中
に
項

て
月

り

い
料

よ

海

行
当
施

ら

、
を

め

は
額

定 れ

該

道

第
及
１
規
３

公

び
級
定
級

）号等例条るす関に

め

職

る
に

第
号
号
、
に
、

属

の

は

規

る

し
ら

務

の

新

よ の

」
い
た

級

、

則

も

て
れ
た
職

へ

の

昇
限
成

職
務

の

平
に

とい
務 第

の

第
５

２

一
附
附
６

条

に）。
料

部
則
則
項
北

給 の
給
を
第
第
と

こるす対

例
る

に

条
け

級

道
お

に

海

の

け

第
そ

お る

者

１

２

３

４

備
）

俸

の
号

号

受
表
そ
務

務職

考

海

則

職
ぞ
級

道

第

年
け
の
れ
の

項

海
職
務
れ
の

条

３

北
る

条
級

第

の

道
務
の
同
２

例

次

条
の
級

例
級
の
の
、

に 北

第

改

エ

１

海

給

正
別

条

道

給
料

す
表
大

人

料
の

る
第
学

事

給

。
り

海

則
る
繰

北

附
め
つ

及

、

事

項

げ

人

７

下

道

第
成

の

料
平

日

給

員

び

附

委 前

の

級
る
級

）
俸
２
よ
４

日

調

教
つ
、
改
若

の
に

報

職
て
級
前
く

育
い
３
正
し

料
前
し
北
５

給
の
若
の
は

の
の
は
道
及

表
項
く
海
級

用
定
級
員
当

適
規
４
職
び

定規の条１
を
の
及
の
該

び
給
号

の後正改るよに
道

調
料
次
２
６
し

北
受
適

中
を
附
職

整
の
の
項
項
、

の

に
整
う

附
則
員

額
調
よ

ら
第
４
給

関
額
に
か
則
第

る
関
正
附
７
項
与

す
に
改

と
次
関

規
す
す
則
項
の
に

規
。
５
し
に
す

則
る
る
第

附
の
条

一
則

項
、
次
る

の

育教るす定規

例

部
の

ま

一

で
則
１

いを表料給職 う

等

を

学大

級

級

級

級

教育職 料

。
号

。

。

給

円

円

円

円

だ

だ

表

た
俸

た

た

」

だ

し

し

と

し

、

、

は

、

号

号

、

調級の

２
円

１

１

の
調

。
２
教

号
、

委

調
整

エ
育

料

員

整
額

の
職

の

会

額
に

表
給

調

規

に
関

を
料

整

則

関
す

次
表

額

７

す
る

の

に

－

る
規

よ

関す

規
則

う

る
部

め

則

等
一

改

規

則
の

に

の

北

一
改

る

に

整
年

受

額

け

に
月

て

関 等

の

則

も

規

た

る

い

す
日

俸

て

を

し

部

な

一

み

の

と

同

る
に
れ
に
と

け
用
こ
与

号

員
い
の
す
じ

職
つ
ら
関

で

新
は
務
条
数

の
て
職
る

る

に
同
級
の
あ

た
、
の
例

れ

員
例
お
育
こ

職
条
に
教

な
教
る
給
ら

と
の
け
職

号

の員職道海
っ
育
号
料
の
表
職

例条るす関に与給
た
職
俸

外

を

を
５
を
の

改
部

」
第
項

部

す
改

項
加
一

正 規
す

び

る
を

る
正

並
中
え
改

の
規

附
項

正

則
る

に
前
。

条

部

第
を

る

一
則

則
」

す 例

改
北

４

正
海

項
前

成

。

人

び
項

平

）
道

及
２

事

第
」

海

俸
６

俸

俸

北

号

道

俸

職員

円

円

円

の

、

、

給 関

俸

俸

に

号

号

与

円

２

３

する条

円

海

部
正

。

例

、

円

本基整

る

委

す

事

正

人

改

道

を
）

－７則規

則

会

規

員

第

る

北

則

す

規

正

新

改

）

規

海 委

は

こ

事

又

を

人

条

則

道

に

員

第

こ

長

規

す

員

の

布

委

条

公

会

日
給
を
の
務

定

る

第

に
料
、
職
の

け
の
れ
の
に

受
表
そ
務
級

る
職
ぞ
級
お

号

務
の
同
２
る

職
務
れ
の
け

級
の
の
、
俸

の
級
条
級
号

和昭 例条道海北年

」
め

北

員

項
改

年

委

６
に

条

則

改
同

道

規

に
、

海

会

。
附

第

－

る
を

例

７

め
項 則

条

俸

号

４

号

３

第

４

、

）

俸

第１項

円

第

を部一の

額

号

５

３

円

、

用適

泉

を

。

にうよの次

雄

。

睦

るす

川



て
居
務員
条

住

項
寒

身
該

１
の

単
当

第
地

任
居

に
冷

赴

第

等

の

の
規
５

第
以
扶
次

表
則
第

条

内
養
に

備
で
１

の

考
定
項

条
の
親
次
２

族
等
２

括
め
及

第
親
族
の

号

」
条
道
弧
る
び

１

北

給
第
第

海

給

与

道

与
平

給
の
条
条

人

与
支
の
及

の
成

事

支

の
給
３
び

委

支
に
第
第

給
年

員

次

に

北

札
の
本

こ

海

よ
則

の

道

規

幌

附

札

う
中

人

幌

に

則

医

事

科

は
則

医

改
５

委

科

正
級

、

大

員

規

医
成

と

の

幌
平

こ

札

学

附

み

平

な

則

科

成

は

大
年

則

す。

、

学

年

以

て
当

当
２

い
手

手
が

お
関

と
上
に

」
場

表
る

う
る

別
す

い
あ

法

を
に

掲
律

）
合

に
法

。
て

地
和

給
っ

る
昭

支
あ

げ

さ

年

れ
は

域

の
察

中
以
を
を
職
書
も
警

下

加
員
及

道

扶
え
給
び
は
職
道
給

職
扶
養
る
与
警
、
員

例
職
職
与

員
養
親
。
条
察

を
族
」

第
員
員
条

」
親
族

給
給
例

等
に

扶
」
、

条
与
与
第

養
と

第
条
条
第
第
の

親
い
一

２
例
例
条 ２

族
う
戸

項

」
」

の

給
関
１

会

関
月

に
す
項
条

規

す

関
る
第
の

則

す
規
１
２

る
日

７

る
則
号
を

規

－

規

ウ
削

則の

則
北
中
る

一部

の
海

。

事
」

改

部
人
級

を

一
道
５

る

正
員

す

改
委
を

正

を

大

す
」

公

会

学

る
を

布

の

規

の

。

の

学

則

長
学

４

日

７

長

級

か

の

－

の

」

ら

給料
給

に

施

月

る

る

を
月

め

す

額
料

改

行

規
め
る
定
め
を

。

。

定
額

公

の
月

布

学

月

の

長
日

日

の

日

か

給

ら

料

金

施

月

曜

行

額

日

す

を

）

法

る
、

」

規る

。

め

る

定

れ

う
第

員
ず

い
律

職
い

と

であ
か

。 あ
別

て
住

で
）

っ
の

）
号

員
の

も
に

職
）

る
表

、
居

び
る

扶
在

及
げ

の
所

の
掲

表
条
条
第

親
る

扶
地

養
す

職

備
第
の
１

道
を
を

項
第
の

員
を
、

考
２
２
項

う
戸

弧
の
１
規

」
い
一

括

、
に

、
。
」

書
表
項
定

に
以
に

、
備 括
校
る

又
下
改

学
考
学
よ

じ
、

職
弧
職
単

は
同
め

校

給
赴

実
」
同

員
書
員
身

事

を

与
規
与
任

上
に
条

給
に

４

養
め
第

条
定
条
手

扶
改

則
」

則

北

る
規
級

規

す
会 －

改

こ

道

則
７
に

を

海

規

め

こ

人

に

事

る
一

す

会

の

布

員

。
）

公

委 泉

の次

長

を

。

員

部

る

委

規
則
る

事
を
人
部
道
一
海
の
北
則

則
規
規
る
会
す
員
正
委
改

委会員委事人道海北

則

を部一の則

泉

－７

長員

こを則規るす正改

北

が
域

親

族
地

養
域

こ

居
及

住
、

が
項

居
が

族
次

住
び

す
国

間

職
並
及
の

住
公
第
す

る

す
例
当

給
に
次
に

員
び
び

例

す
、
る
同
条

第
る
第
次

人

同
条
と

委
の
に

居
第
し

条
事
条
項

号
同

２
員
２
お

の
２
、

第

２
親
中
条

項
会
の
い

二 基
道
給
と

第
お
職

を

員
合

い
員

礎
職
与
す
道

うよ

と
員
条
る
職
条
て
給

。る

雄

す正

睦

改に

川
第

例
学
員
第

第
第

第
校
給

条

職
与
条

育
条
条

公益
児
の
か
道
条
員
条
第

を部一の） 第

察
る

の
短

職
職

の

条

睦川
ち
離

員
員
第
規

う
距

定

、はの雄

布公に

単
、
が
道
給
と

海

。るす

道

及
る
道
及

る
じ
項
す

文
２

住
。

公

と
第

員
警

居
）
び
。
職
び

お
れ

条
校
に
こ

与
学
条
、

給
て
の

第
員
い
ら

例
職

。
他

第
条
じ
の

条
与
同
項

が
号

項
第
）
の

１
例
及

該
げ

警
第
当
掲

び
条
、
に

し
給
例
。
員
第
道
与

察
１

項
員
例

て
与
第

給
１
職
条

与

日
条
割
例
条

条
に
給
第

り
第
第

例
規
与

４

第
定
条
条

に

す
例
第

よ
条
項

項

っ
第
第

条
る
第
３

て
４
３

第
基 日
第
号

計
項
号

１
準
条
各

し
３
規

、

３
に

算
第
に

項

給
例
４

て
号
定

学
以
項
掲

員
４
与
第
項

休
２
ら
職
第

各

業
を
第
給
項
条

法
削

第
に

第
る
条
与
に
例
条
号
４
掲

２
。
ま
条
規
第

条

で
例
定
第
各
る

の

を
第
す
条
項
げ

る

規

次

項
、
合

定

の
条
人
２
号
場

う
４
委
又
学
に

に

よ
第
事

人法
り

に
項
員
は
校
該

よ
給、ちうの員職遣派等 与
育

改
、
会
警
職
当

職
与
す
条
に

当

。
１
当

該
キ
員
条
る
第
該

養
メ
与
第

号
す

扶
ロ
給
例

か
る

親
ー
条 第
第

第
員

族
ト
例
条

ら
職

３

３

が
ル
居
以
す
で
第
第

、

住
上
条
項

号

住
る
項
号

７

る
あ
３
２

第

れさ給支を当手任赴身 員
居
も
第
に

号

職る

給
察

当
法 表

第

条
員

該
別
条

与
職

報

掲
項

第
与

居
に
１

例
給

住

条

が２
げ
に

上
地
い

第
第

以
る
お

条
例

域
て

２

の

項
条

あ
役
短

表
２

場
市
最

の
第

る

職

職
項
基
る

所
距

備
項

合

定
の
に

給
規
日
員

員
に
準

す

例
る
日
当

条
す
翌
該

与
給
ら
る

第
支
か 該

給

条
対
当
支

１
学
基
対

第
員
の
員

に
職
日
職

項
校
準

号
る

得
、
す

校
下
各
げ

規

人

員
の
、
職

た
学
る

職
こ

の

と
職
事

給
項
学
員

額
校

条
び
職
い

す
員
委

与
及
校

。
与
会

例
次
員
ず

る
給
員

に
与
か

条
規

第
条
給
れ

例
則

第
い
例
該

第
で

条
お
条
に

定

す

条
め

１
て
第
当

第
る

項

規
察
員
し

４
場

及
基
条
る

休

る
校
則
職
給
た

児

め
学

給
条
の

業

。
職
で
員
与
月 日

し

給
め
与
例
現

を

員
定

数

て

与
る
条
第

い

条
額
例
第
ら

る

例
は
第
条
か

職

第
、道
条
４
週

員

第
員
２
各
日

条
職
第
項
休

受を給支の

４
給
項
号
の

の
又
日

員職いないてけ

号
定

び

の
の
２
規

及

項
与

在
す
、
す

第

所
と

す
る
学
る

第

地

職
事

、

る
。
校
人

号

域

員
委

が

給
員 則

３

法

条
規

第

、

与
会

条

定

並

表

第
で

号

別

例

てっあで員職の外以
に
族親養扶

又
離

考
の

に

と
掲

条
め

び

っ
町
と

文
備

は
」

本
表

あ は
役
う

学
本

て
村
い

、
考

す
と
）

職
に

、
場
。

校
文

給
定

べ
の
が

員
規

て
間

当
距
ロ

条
る

の
の
キ

与
す

の
ー

第
事

該
離
メ

例
人

号

委

住
う
ト

外

る
な

す
い
す
と

定
を
属
等

給
以
の
た

支
。
月
っ

る
う こ

日
合

対
下
末
場

び
準
第
支

員
項
で

職
の
ま

項
対

第
は

警
日
３
給

項
合

３
、

察
」

に

員
い
号
職

号
次

職
と
各

。
は
等

び
掲

給
う
又
員

及 察
る

条
）
警

警
げ

与

条
規
は
数

職
場

例
に
察
道

第
に
察
差

び
例
定
警
を

及

よ
職
し

警察 員
第
額
給
い

職
条
る
員
引

与
項
道
条
日

給
２
を
与
た

第

げ

第
る

に

条
、
職
例
数

る

３
職

地

項
員 次

３

以

２
、

の

域

第
は

条

、

び
掲

３

で

及
に

第

外

号

ないてし居同
最

警
げ

項

のもい

。
ち
ル

条
員

居

第

も
満

２
規

次
最
未

第
会

短
で

項
則

項
い
あ

の
で

に

号

の
も

備
め

い
も
る

表
定

お

の

考
る

て同
次
と

本
も



が
支
日
る
も

等

準
す
る

４

平

、
給
に
。
の

成

支
対
係
こ
と

る
の
す

か日準基３
給

年

２

ら
日
職
寒
場
る

第

日
等

当

月

」
の
基
該

条

い
め
日
準

の
前

と
た
準
基

ず
日
号

う
、
か
日

寒

末
４
ま
に

。
支
ら
に

冷

にかれ 該

地

基
例
く

月
項
２
員
り

条
し

与
与
準
第
は

の
各
項
給
給

第

末
号
、

日
及
第
条
の
日

ま
び
３
例
支
に
条
５

例
く
れ

翌
項
給
よ

条
し
ず

給
準
第
は
か

日
若
与
り
基

第
に

か
し
条

ら
く
例
与
日

当
は
第
の
に
条
５
該

給

基
及
項
給
り

号
２
員
よ の

日
警
第
条
与

準
び
、
与

に
察
３
例

後
員
冷
合
。

月

に
等
地
に

復
が
手
お

日

等
準
は
て

職
基
当
い

金

を
日
、
、

曜

し
の
当
支

日

た
属
該
給

）

場
す
基
対

に
に
員

に
月
日
職

合
る
準

第てい続き引
は
げ
、
任
支
等

掲に号各条

日
給
る

手

で
掲

）
給
支
係

間
る

支
に
日
寒

当

の
げ

に

前
地

、

に
場

給
支
の
冷

は
に

る
す
日
手

基

、
合

す
給

を

日

の
準

。
る
ま
当

準

そ

だ
と
の
そ

の

給
ず

た
こ
で

す

の
場

し
が
間
の

属

与
る

き
お
支

る

支
合

、
で
に
際

対給支るす当

月

給
と

支

し

給
な
い
給

つに等員職

警
項
第
給
お
第
項

い

の

割

を
い
３
又

での
察
又

、
公

間
職
は
条
受
て
項
は

る
職
第
益

に
員
第
第
け
道

項
項
職
員
４
法

、
給
５
２

職
条
、
、
員
給
項
人

道
与

し
派

員
例
学
第
の
与
若
等

ず
例
く
遣

給
第
校
３
い
条

職
項

与

第
例

条
条
員
又
れ
第
は
条

例
第
給
は
に

項
当

第
３
与
第
も
条
６
第

支
お
第

該
第

は
る

基
５
条
給
い
３
又
す

道
、
公
支

準
項
第
を
て
項

項
け
職
第
益
給

日
、
２
受

属
校
、
る
員
４
法
対

の
学

若
等
職

す
職
第
職
給
項
人

の
条
し
派
員

る
員
３
員
与

与
若
い
例
く
遣
等

月
給
項

つ

末
条
し
ず
第
は
条
に

の

第
例

日
例
く
れ

第
支

ま
第
は
か
条
６
第
い

給

お
職
項

い
員
及

道
与
第
第
受

て
給
び
条
を

員
例
項
項
る

職
条
５
２
け

学
第
員

給
第
、
、
職

与 例
第
職
項
い

条
条
校
３
の

項
給
び
れ

第
３
員
及
ず

異

当
命
給
の

条
各
与
第
に

動

該
権
対

日
異
員
支

準
を
職
が

基
者

所
前

係
し
が
日

に
に
等
給

冷
動
す
あ

寒
異
属
で

る
て

命
き

手
た
任
と

地
し
る
る

当
場

北

該にかれずいの員職る

て
す

い
を
合
権
は

てし当

人

ま
と
離
る

第

合
て

日
い

し

条

変
事

で
き
職
。

２

が さ
員

寒
、
、

に

更
委

に
は

地
給
は

定

れ
会

冷
支
又

規

亡

る

場
認

手
日
死

す

た
が

料
る

に
に
し

給

合
め

当
後

支
合

る
給
支

の
場

係
支
た

日準基該当、て

事
す
給

実
る
対

給

当らか日翌の

項
条
５
該
第
項
４

該

警
の

条
各
例
項
当
２
、
条

な
、
察
規

第
号
第
及
し
項

び

３
に

員
に

項
掲
条
公
い
第
職
定

給
項
給
よ

各
げ
第
益
支
３

項
人
対
若
与
り

号
る
３
法

し
条
給

、
職
第
派
職
く
例
与

学
員
、
等

職
道
４
遣
員
は
第
の

校
、

支

員
職
項
条
等
第
第
を

給
員
又
例
と
５
条
給

第
項
４
て

与
給
は
第
な
項

第
に

で

の
当

の
条
５
該
２
、
条
、

、
察
規
該

間
第
項
当
項
警

は
る
第
職
定
基

に
３
又
す

道
、
公
支
３
員
に
準

、
項

り
の

職
第
益
給
項
給
よ
日

し
条
給
翌

員
４
法
対
若
与

若
等
職
く
例
与
日

給
項
人

ら

条
し
派
員
は
第
の
か

与

支

例
く
遣
等
第

を
該

第
は
条
と
５
条
給
当

第
例
な
項
第

３
に
例
項
該

第
号
条
５
も

び
し

項
掲
第
並
当

各
げ
、
職
第
公
い

号
る
条
に
な

校
並
項
法
給

学
員
３
益
支

職
び
、
人
対 員

給
道
４
派
職

員
に
第
等

が

条
員
及
条
等

与
職
項
遣

に
そ

そ
に
者
、

例
給
び
例

際
け
お
の

の
お

海

支
給

給
当
て
支

支
る
い
際

。る
基
給
す

す
該

道

置
則
条
を

措
附
与
当

公

対給支る
対
第
例
支
附
給

定規に員職

日

す

確
と
職

が
こ き

に

で
で
等

下
認
が
員

以
き

第
て

給
い
。
、

な
る
は

支

給

条

び

改

の
関
与
例
及

す
料

例

北

正

平るす属の日準基

る

平

成

条

成

表

」

海

道
号

け

条
与
第
４
っ
、
２
受

年

校
、
る

例
条
６
条
た
学
項

規
合
職
第
職

第
例
項
の
場

第
、警
定

員
３
員

条

与
若
い

第
条
察
に

給
項
の

は
項
海

の
に

２
３
第
職
よ

般
る

道

寒
北
北
に

職
一
よ

定

以
職
採

条

冷
海
海
規

員
例

地
道
道

け
準

条
６
第
っ
、
２
受
基

校
、
る
日

第
項
４
た
学
項

の
合
職
第
職
の

２
、
条
場

す

、
察
規

員
３
員
属

項
警

与
若
い
る

第
職
定

給
項
の １

３
員
に

の
第
別
３級

施
こ
条

表

住

行
の
か

附

の
の

び

期
規
ら

第

居
条

及

条
６
４
当

第
与
第
第
、

２

第
第
、
の
基

条
例
項
条
該

警
規
準

３ 各
第
職
に
の

項
条
察
定
日 ２

第

給
所
と

す
在
き
任

条 任
場
が
、
権

る
地
は
命

４
る

校
及
第
れ

学
項
則
さ

職
び

報

及
と

員
第
項
こ

で

５
る

る
、
第
な

あ
項
び
と

な
警
の
き

と
正
項
と

者
改

経る
も
職
定
、

る
察
規
は

対置措過 正
の
員
を
こ

改は又員職

の

と

道

職
。以

例
う

方

給
下

等

年

適

い

地

員

を

。

警

与

の

北

用

正

部

道

受

）

察

条
改

一

海
則

員

附
警

を

条

け

附

職

例

正

第

職

第

の

則
察

改

例

る

給

第
職

員
す

員

と

項

与

９

。

与

条
し

、

に

項

号

給

る

条

例
て

北

関

第

外以員職の降以日１月

下

例

勤

海

す

１

以

の
に

第

手
職
地
す

外
の
用

地

当
員
方
る

の
地 公
り

号

に
の
警
職

地
方
よ

以

公
務
こ

）

関
給
察
員

方

に
員
外

務
員
れ

第

す
与
職

る

派
の

条

経
関
の
の

員
の
ら

方

」
遣
条

の

過
す
給
地

等

条
に
公

と
等
例

２

措
る
与

２

）
例
関
務

総
に
に

の

置

第

す
員

称
関
規

日
則
第

２

昭
る
又

す
す
定

則

大

所
２

２
学

在
を

級

）
は

る

に

公
ま

教

地
削

」

、
条

の
の

職

を
。

、

布
で

育

等

給

証

表

す

級

か
定

料

明

２

日
規

項

に

を

施
び

の

る

」

ら
及

職

足

行
附

の

書

級

、
第

員

る

１

し
則

権
に
別
短
は

命
合
法
最
者

い
に
離
前

者
お
表
距
、 の

そ
て
掲
が
項

の
必
げ

任
と
地
ロ
認

委
要
る
キ
確

受
め
以
ー
行

を
認
域
メ
を

た
と
の
ル
場

け
る
外
ト
う

ら

に
給
適
れ

者
き
地
未
合

例
た
規

し
条
し
の

対
与
用

例

、
則
し
の

は
附
と
定

て
項
ら
よ

の
４
な
に

こ
第
た

の

に
び
こ
額

合
及
ば
る

場 お
第
れ

号

与給員職校学
い
５
ら
寒

項
の
冷

項３第則附例条
て

外

学

条

若
」

平
務

道

る

号
第

して

校

例

し

改

と

成

正

い

員

一

は

学

う

年
い

職

の

く
）

海
も

の

部

改

校

。

北
た

改

警

員

附

道
の

給

を

正

職

例
し

に

正

察

給

則

条
と

与

員

条

４

第
た

関

す

職

与

第

場

す

る
項

合

る

条

給

例

務公方
に

条

例

与

号

」

に

いてし務勤てしと等員

る
る
す

た
、

例

条

と

。

規

例
北

。
法
る

項

和
条
は
に規

年

海

）
律
給

北
昭
道

で

料
成
の

す

海
和
学

あ
平
表

定
校

っ

道

適

る

条
年
職

た
法
を

校

例
北
員

者
年
用

学

道
給

ら
律
受

職

第
海
の

か

る

以

号
条
与

人
第
け

員

）
例
に

事
）
員

の

第
第
関

交
号
職

外
す

流

中

の

に

の
項

欄

類

」

こ
２

出

め

則
規

提

改

規
の

求

。

よ
は

級

を

る

に
定

５

正
成

る

改
平

を

め

る
、

」

も

４

の

後

」

と

の
年

級

す

給

満
に

。

の
１

、

る

与
月

に

あ
い

含
、
で
で
お

を
は
域

こ
必

。
員
っ
る
て

む
職
あ

を
と

項
扶
、
と
要

次
の
て

認
め

お
親
該
確
認

に
養
当

る
と

て
の
員
す
る

い
族
職

の
は

じ
居
扶
も
き

同
住
が

規
地

）
所
親
と
、

。
の
養

改
又

第

正
は
定
手

職
正
よ
を

道
改
に
当

員
学
る
支

号

地
る

与
職
冷
す

給
校
寒
給

例
給
手
。

条
員

過経るす定規に号１

う

下

す

北

の

平

例

い

以

定
則

。

る

海

一

成

附

道

部
正

附

準

職

を

年

第

改

基

）
正

海

項

道

日

則

員

改

北

３

４

お

給

す

道

第

職

第

に

の

条
項
例
い
号

与

る

条

１

員

条のられこを間期
に
給

例
な

方

条
号
る

等
第
と

地

の
）
条

又
第
た

務

４
第
例

は
条
っ

公
公

第

項
で

等

２
条
昭

益
１
者

員
人
の
あ

項
の
和

法

若
３

へ
定
て

し
第
年

等
規
っ

以

支
日

、

く
２
北
下

び

関
適

及

に
ら

級

給
か

４

。

」

規
る

級

る
す

３

す
用

る
員

は
在
族
す
職

を

第則

居

対

寒
及
同
。
に

、
地
と

手
該
て

扶

地
当
し

し

冷
び

い

族

を
居
な

親

当
住
い

養

支
の



に
成

毎

改正
年
平

週

成

し

火

、
月

・

札
６
年

金

幌
日

北

平
海

成

３

こ

道

級

の

人

規
附

」

年
事

北

を

則

委

は
則

海
員

正

２

、

北

船
す
別

海

員
る

船

道

船
等
。
表

員
平

人

員
の

第

等
成

事

１

の

等
旅

委

の
費

教

旅
年

員

別
」
の
別
」

こ

級
級

級

費

規

表
に
４
表
に

の
附

１

俸
１

則

第
、
号
第
、

は
則

。る

３
か

３

そ
級
ら
そ
級

、

北

北

海

海

北

道

北
道

海
平

人

道
成

平

海
職

事

職

成

道
員

委

員
年

職
等

員

等

年

方
か
月

曜

面
ら

日

管
、
日

発

内
釧

行

定
内

規
管

の
面

項
方

の
路 規

成
の

平
項

は
の

道
会

人

級

公

告

事

」

布

示

委

に

の

第

員

、

日か

会
号

２

ら

道

」

行

示

級

施

告

人

を

す

第

る

事

級１

。

号

委

育
」

特

旅
の

会

費
支

職

の
月

規

給

支

の
給

則

支
に

料

給
日

７

給
関

表

に

－

関

に
す

大

す

関
る

学

る の

規

の

則

る
則

）

規

す
規

欄

を

一
道

部

の
海

中

一

則
北

２
を

布

の
」
９
の
」

公

５

）

俸
）

の

１
を
号 で

育
級

か

教
２
ま
教
２

日

に

施

職
」
」
職
」

ら

育
級

料
、
び
料
、

行

給
に
及
給

表

表

す

２
１

２

る

」
の
学
」

大
級
級
大
級

。

）
を
３
）
を

学

員
の

会

の
月

等
旅

規

旅

月

の
費

則

費
日

旅
支

７

支

日

費
給

－

給

支
規

規

金

給
則

則

曜

の

規

日

一

則
北

）

事

改

部
人

を

一
道

部

の
海

は

北

年
定
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